
NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）

1



NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）

2



NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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HOME 暮らし 都市計画・公園・緑化推進 公園・緑化推進

[2018年3月15日 ] ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

保護樹木　指定番号1

保護樹木　指定番号1　アラカシ

1アラカシ

再生時間：0分

1/3 ページ保護樹木 指定番号1 | 生駒市公式ホームページ

2020/09/11https://www.city.ikoma.lg.jp/vod/0000007923.html

NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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お問い合わせ

生駒市都市整備部みどり公園課

電話 :  0743-74-111 1　内線（緑化景観係：585 公園係：58 7）

ファクス :  0743-74-9100

保護樹木写真集

生駒市保護樹木　指定番号1　アラカシ  (ファイル名：No1pic.pdf サイズ：1.74MB)

PDFファイルの閲覧には  Adobe Reader  が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、

Adobe 社のサイトから  Adobe Reader  をダウンロード（無償）してください。

• 指定番号　　　　　　1

• 指定年月日　　　　平成26年5月16日

• 樹種　　　　　　　　 アラカシ

• 所在地　　　　　　　生駒市萩の台837番地

• 樹高　　　　　　　　  8 .0m

• 幹回り（株立ち）　 本数　5本

　主幹　170.0cm

他幹　  84.0cm、65.0cm、65.0cm、49cm

合計　433.0cm

• 由来　　　　　　　　 「生駒谷の七森信仰」古くから生駒谷十七郷と呼ばれてきた村々には、

それぞれ固有の「モリ」があってその一画は村の中でも特別な区域であ

ると意識されていた。普段は人が近づくこともなく、モリの木は小枝一本

たりとも伐る事を固く禁じられており、枯葉一枚持ち帰っても恐ろしい祟り

があると信じられていた。

この木は、そのような杜さんの一つ「奥野」と呼ばれている杜さんにある。

石垣の上に小祠がある。（「生駒谷の七森信仰」参照）（別ウインドウで開く）

地図データ ©2020地図の誤りを報告する

〒630-0224 奈良県生駒市萩の…

〒630-0224 奈良県生駒市萩の台８３７ ルート

拡大地図を表示

別ウィンドウで開く 別ウィンドウで開く

2/3 ページ保護樹木 指定番号1 | 生駒市公式ホームページ

2020/09/11https://www.city.ikoma.lg.jp/vod/0000007923.html

NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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HOME 暮らし 都市計画・公園・緑化推進 公園・緑化推進

[2018年3月15日] ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

保護樹林　指定番号1

保護樹林　指定番号1　九万八千の杜

1/3 ページ保護樹林 指定番号1 | 生駒市公式ホームページ

2020/09/11https://www.city.ikoma.lg.jp/0000008188.html

NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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お問い合わせ

生駒市都市整備部みどり公園課

電話:  0743-74-1111　内線（緑化景観係：585 公園係：587）

ファクス :  0743-74-9100

保護樹林写真集

生駒市保護樹林　指定番号1　九万八千の杜  (ファイル名：No1.pdf サイズ：3.29MB)

PDFファイルの閲覧には  Adobe Reader  が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、

Adobe  社のサイトから  Adobe  Reader  をダウンロード（無償）してください。

• 指定番号　　　　　　1

• 指定年月日　　　　平成4年4月8日

• 名称　　　　　　　　 九万八千の杜

• 所在地　　　　　　　生駒市萩原町57番地

• 樹種　　　　　　　　 カシ等

地図データ ©2020地図の誤りを報告する

拡大地図を表示

別ウィンドウで開く 別ウィンドウで開く

別ウィンドウで開く

別ウィンドウで開く 別ウィンドウで開く

2/3 ページ保護樹林 指定番号1 | 生駒市公式ホームページ

2020/09/11https://www.city.ikoma.lg.jp/0000008188.html

NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）

12



HOME 暮らし 都市計画・公園・緑化推進 公園・緑化推進

[2019年4月1日 ] ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

保護樹木・保護樹林

保護樹木・保護樹林

　本市の良好な自然環境を保全し、育成するため、特に保護する必要があると認められるものを、保護樹木・保護樹林として指定して

います。

　現在、萩原町の杜さんを保護樹林として5箇所、13件の樹木を保護樹木として指定しております。

　また、指定された保護樹木等の保護及び育成を図るために要した経費の一部に、補助金の交付を行う制度も施行しております

生駒市保護樹木等要綱

生駒市保護樹木等指定要綱  (ファイル名：shiteih25.pdf サイズ：60.26KB)

生駒市保護樹木等補助金交付要綱  (ファイル名：H31hogoyoukou.pdf サイズ：68.22KB)

保護樹木一覧

指定年月日 樹種 所在地

保護樹木　指定番号1 平成26年5月16日 アラカシ 萩の台

保護樹木　指定番号2 平成26年5月16日 イチョウ 壱分町

保護樹木　指定番号3 平成26年5月16日 クロガネモチ 南田原町

保護樹木　指定番号4 指定解除

保護樹木　指定番号5 平成26年5月16日 ボダイジュ 高山町

保護樹木　指定番号6 平成26年5月22日 ツブラジイ 南田原町

保護樹木　指定番号7 平成26年5月22日 ツブラジイ 南田原町

保護樹木　指定番号8 平成26年6月20日 スダジイ 俵口町

保護樹木　指定番号9 平成26年6月20日 スギ 壱分町

保護樹木　指定番号10 平成26年6月20日 イチョウ 高山町

保護樹木　指定番号11 平成26年6月20日 カヤ 高山町

保護樹木　指定番号12 指定解除

保護樹木　指定番号13 平成28年1月15日 エノキ 南田原町

保護樹木　指定番号14 平成28年3月7日 クロマツ 高山町

保護樹木　指定番号15 平成28年3月7日 エノキ 西畑町

保護樹林のページ 平成4年4月8日 保護樹林 生駒市萩原町

各指定番号をクリックして下さい。その樹木のページが見られます。

1/2 ページ保護樹木・保護樹林 | 生駒市公式ホームページ

2020/09/18https://www.city.ikoma.lg.jp/0000007907.html

NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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お問い合わせ

生駒市都市整備部みどり公園課

電話 :  0743-74-111 1　内線（緑化景観係：585 公園係：58 7）

ファクス :  0743-74-9100

　　画像をクリックしていただくと、地図が拡大されます。

Copyright (C)  Ikoma City All  Rights Reserved.

2/2 ページ保護樹木・保護樹林 | 生駒市公式ホームページ

2020/09/18https://www.city.ikoma.lg.jp/0000007907.html

NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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HOME 暮らし 都市計画・公園・緑化推進 公園・緑化推進

[2018年3月16日 ] ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

保護樹林のページ

保護樹林のページ

「生駒谷の七森信仰」古くから生駒谷十七郷と呼ばれてきた村々には、それぞれ固有の「モリ」があってその一画は村の中でも特別な区域であると

意識されていた。普段は人が近づくこともなく、モリの木は小枝一本たりとも伐る事を固く禁じられており、枯葉一枚持ち帰っても恐ろしい祟りがあると

信じられていた。

　全ての杜には厳しい禁忌があって、それを犯すと恐ろしい祟りを受けると信じられてきた。杜の木を伐ったために激しい祟りを受けたという話は、数

えきれないほど伝えられている。2・3例を挙げると、杜の大木が台風で倒れたことがあり、その翌日、村の青年が駅のホームで杜の方を指さし「昨日

の風で倒れた木を、今朝片づけてきた。」と話していたが、その人は勤め先に着くなり倒れて、そのまま意識が戻らずに亡くなった。ある村では、杜の

土地を削って宅地開発をした人の家がその直後に火災で全焼し、身内の者も次々と不幸に見舞われた。杜で近くのおばあさんが地蔵に灯明をあげ

て拝んでいたところ、ろうそくの火が燃え移って杜の木一本が燃えた。たちどころに目が見えなくなった。昭和の初期に大阪の人が生駒へ所用で来た

ときに、鳥かごを作ろうと杜のしのぶ竹を知らずに伐って持ち帰った。以来商売がうまくいかず、その人はずっと貧乏したという。

　杜は恐るべき存在であったと同時に、村を守る守護神であるとも信じられていた。杜の所在地を地図におとしてみると、多くの村では、杜が集落を

取り囲むように位置していたことがわかる。ある村では、「杜さんがあるよって雷が落ちん。」と言われていたり、七森のおかげでその村には、雷が落

ちないし、流行り病いにかかることもないと信じられてきた。杜が守ってくれるので落雷の被害にあわないという信仰はほとんどの村で伝承されてい

た。

　また、歳の暮れには、古いお札や使わなくなった神具、ヤカタなどを杜に納めていた。当地の人々の心境は「杜さんは、なんでも喜んでもろてくれは

るから受け取って頂く」のだと考えられていた。

　昔から生駒谷では、水田の多くが傾斜地で耕作されており、稲作農耕に欠かせない水を安定的に供給してくれる大河や大規模な溜池がなく、農民

は慢性的な水不足に悩まされていた。村の共同祈願である雨乞いを村の聖地として信仰を集めていた杜さんでも行うようになったのだと考えられ

る。

保護樹林一覧

指定番号 指定年月日 名称 樹種 所在地 面積（平方メートル） 状態

保護樹林　指定番号1 平成4年4月8日 九万八千の杜 カシ等 萩原町 188
カシ・クヌギが

繁茂

保護樹林　指定番号2 平成4年4月8日 谷口の杜 カシ等 萩原町  119
カシが

繁茂

保護樹林　指定番号3 平成4年4月8日 つかさの杜 カシ等 萩原町  92
石造仏、

雑木としのぶ竹

保護樹林　指定番号4 平成4年4月8日 たいの杜 カシ等 萩原町  89
盛り土、忠魂碑、

ヤカタ、カシが繁茂

保護樹林　指定番号5 平成4年4月8日 あかの杜 カシ等 萩原町  155
カシ・クヌギの大木、

一本倒木

核樹林をクリックして下さい。その樹林のページが見られます。

1/2 ページ保護樹林のページ | 生駒市公式ホームページ

2020/09/18https://www.city.ikoma.lg.jp/0000008117.html

NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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お問い合わせ

生駒市都市整備部みどり公園課

電話 :  0743-74-111 1　内線（緑化景観係：585 公園係：58 7）

ファクス :  0743-74-9100

別ウィンドウで開く

Copyright (C)  Ikoma City All  Rights Reserved.

2/2 ページ保護樹林のページ | 生駒市公式ホームページ

2020/09/18https://www.city.ikoma.lg.jp/0000008117.html

NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）
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(円)
交付確定日 指定番号 所在地 補助金額

1 平成31年2月25日 1 萩原町　57番地 27,000

2 平成31年2月25日 4 萩原町　353番地 27,000

合計　　2件 54,000

(円)
交付確定日 指定番号 所在地 補助金額

1 平成27年6月22日 26-01 萩の台　837番地 20,000

2 平成30年3月23日 26-10 高山町　968番地 20,000

3 平成31年2月27日 26-06 南田原町　803番地1 20,000

4 令和元年６月４日 26-01 萩の台　837番地 20,000

合計　　4件 80,000

R2.9.29現在

○保護樹林

○保護樹木

保護樹木等補助金交付実績

NO.39 緑保全関係補助金（保護樹林・樹木）

18



(単位:円)

会費収入 500,000 500,000 500,000
会費収入 500,000 500,000 500,000

寄附金収入 1,000,000 1,000,000 1,000,000
寄附金収入 1,000,000 1,000,000 1,000,000

経常経費補助金収入 40,000,000 42,000 8,600,000 48,642,000 48,642,000
県社協補助金収入 42,000 42,000 42,000

ボランティア活動振興事業補助金収入 42,000 42,000 42,000
市区町村補助金収入 40,000,000 40,000,000 40,000,000

市区町村補助金収入 40,000,000 40,000,000 40,000,000
共同募金配分金収入 8,600,000 8,600,000 8,600,000

一般募金配分金収入 4,500,000 4,500,000 4,500,000
歳末たすけあい配分金収入 4,100,000 4,100,000 4,100,000

受託金収入 710,000 1,925,500 2,635,500 2,635,500
市区町村受託金収入 710,000 710,000 710,000

市区町村受託金収入 710,000 710,000 710,000
都道府県社協受託金収入 1,925,500 1,925,500 1,925,500

都道府県社協受託金収入 1,925,500 1,925,500 1,925,500
事業収入 180,000 180,000 180,000

参加費収入 50,000 50,000 50,000
手数料収入 130,000 130,000 130,000

受取利息配当金収入 210,000 20,000 230,000 230,000
その他の収入 120,000 10,000 130,000 130,000

受入研修費収入 70,000 70,000 70,000
雑収入 50,000 10,000 60,000 60,000

雑収入 50,000 10,000 60,000 60,000
40,830,000 942,000 1,000,000 8,600,000 1,925,500 20,000 53,317,500 53,317,500

人件費支出 26,243,000 6,400,000 1,360,000 34,003,000 34,003,000
役員報酬支出 340,000 340,000 340,000
職員給料支出 14,413,000 3,450,000 1,360,000 19,223,000 19,223,000
職員賞与支出 3,580,000 1,590,000 5,170,000 5,170,000
非常勤職員給与支出 3,770,000 360,000 4,130,000 4,130,000
法定福利費支出 4,140,000 1,000,000 5,140,000 5,140,000

事業費支出 230,000 457,000 418,000 15,000 360,000 1,480,000 1,480,000
消耗器具備品費支出 45,000 90,000 135,000 135,000
保険料支出 90,000 18,000 108,000 108,000
車輌費支出 230,000 15,000 245,000 245,000
諸謝金支出 272,000 310,000 582,000 582,000
給付費支出（事業） 360,000 360,000 360,000
雑支出 50,000 50,000 50,000

事務費支出 13,093,000 320,000 1,452,000 550,500 15,415,500 15,415,500
福利厚生費支出 50,000 10,000 60,000 60,000
旅費交通費支出 50,000 60,000 110,000 110,000
研修研究費支出 200,000 60,000 260,000 260,000
事務消耗品費支出 240,000 50,000 30,000 176,000 496,000 496,000
印刷製本費支出 50,000 10,000 350,000 30,000 440,000 440,000
水道光熱費支出 520,000 520,000 520,000
修繕費支出 360,000 360,000 360,000
通信運搬費支出 356,000 60,000 82,000 100,000 598,000 598,000
会議費支出 20,000 10,000 55,000 85,000 85,000
広報費支出 2,940,000 650,000 3,590,000 3,590,000
業務委託費支出 5,640,000 250,000 5,890,000 5,890,000

保守委託費支出 340,000 340,000 340,000
その他の委託費支出 5,300,000 250,000 5,550,000 5,550,000

手数料支出 320,000 35,000 244,500 599,500 599,500
保険料支出 180,000 20,000 200,000 200,000
賃借料支出 330,000 330,000 330,000
租税公課支出 1,670,000 20,000 1,690,000 1,690,000
渉外費支出 50,000 50,000 50,000
諸会費支出 47,000 47,000 47,000
雑支出 70,000 20,000 90,000 90,000

雑支出 70,000 20,000 90,000 90,000

地域福祉事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目
法人運営事業 地域福祉活動事業 善意銀行事業 共同募金配分金事業 生活福祉資金貸付事業 交通遺児奨学金事業

合計 内部取引消去 拠点区分合計
サービス区分

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

事業活動収入計(1)

NO.45 社会福祉協議会運営補助金

1



共同募金配分金事業費 4,100,000 4,100,000 4,100,000
歳末たすけあい配分金事業費 4,100,000 4,100,000 4,100,000

分担金支出 599,000 20,000 619,000 619,000
分担金支出 599,000 20,000 619,000 619,000

助成金支出 1,400,000 200,000 2,630,000 4,230,000 4,230,000
助成金支出 1,400,000 200,000 2,630,000 4,230,000 4,230,000

助成金支出 1,400,000 200,000 2,630,000 4,230,000 4,230,000
その他の支出 360,000 360,000 360,000

法人税、住民税及び事業税支出 360,000 360,000 360,000
40,525,000 8,597,000 200,000 8,600,000 1,925,500 360,000 60,207,500 60,207,500

305,000 △ 7,655,000 800,000 0 0 △ 340,000 △ 6,890,000 △ 6,890,000

基金積立資産取崩収入 10,000,000 360,000 10,360,000 10,360,000
基金積立資産取崩収入 10,000,000 360,000 10,360,000 10,360,000

サービス区分間繰入金収入 800,000 8,115,000 8,915,000 △ 8,915,000 0

10,800,000 8,115,000 360,000 19,275,000 △ 8,915,000 10,360,000
基金積立資産支出 20,000 20,000 20,000

基金積立資産支出 20,000 20,000 20,000
積立資産支出 500,000 500,000 500,000

退職給付引当資産支出 500,000 500,000 500,000
拠点区分間繰入金支出 1,934,000 1,934,000 1,934,000
サービス区分間繰入金支出 8,115,000 800,000 8,915,000 △ 8,915,000 0
その他の活動による支出 556,000 460,000 1,016,000 1,016,000

退職手当積立基金預け金支出 556,000 460,000 1,016,000 1,016,000
11,105,000 460,000 800,000 20,000 12,385,000 △ 8,915,000 3,470,000
△ 305,000 7,655,000 △ 800,000 340,000 6,890,000 0 6,890,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前期末支払資金残高(12) 40,000,000 40,000,000 40,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12) 40,000,000 0 0 0 0 0 40,000,000 0 40,000,000

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
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生駒市社会福祉協議会運営補助金交付要綱 

 

（目的等） 

第１条  この要綱は、社会福祉法人生駒市社会福祉協議会（以下「協議会」という。）

に対し、生駒市社会福祉協議会運営補助金（以下「補助金」という。）を交付し、も

って地域福祉の推進に資することを目的とする。 

２ 補助金の交付に関し必要な事項は、生駒市補助金等交付規則（平成２０年１０月生

駒市規則第１９号。以下「補助金交付規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

（補助金対象経費） 

第２条 補助金の対象とする経費は、協議会の法人運営及び地域福祉に係る事業に要す

る人件費、事業費及び事務費とする。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が適当と認める額とする。 

（交付申請） 

第４条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、生駒市社会福祉協議会運営

補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、提出書類を審査し、補助金の交付を決定

するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、生駒市社会福祉協議会

運営補助金交付決定通知書（様式第２号）により、協議会に通知するものとする。 
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（交付請求） 

第６条 協議会は、補助金の交付決定の通知を受けたときは、速やかに生駒市社会福祉

協議会運営補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに協議会に補助金を交付するもの

とする。 

（実績報告） 

第８条 協議会は、補助金を受け、事業が完了した後、生駒市社会福祉協議会運営事業

実績報告書（様式第４号）に事業報告書及び収支決算書その他市長が必要と認める書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 補助金交付規則第１３条の規定による額の確定の通知は、生駒市社会福祉協議

会運営補助金確定通知書（様式第５号）により、協議会に通知するものとする。 

（補助金の返還等） 

第１０条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助

金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。 

（１）この要綱に違反したとき。 

（２）偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（経過的措置） 

第１１条 この補助金は、恒常的なものではなく、協議会会員賛同金、寄付金、共同募

金分担金及び収益事業等で採算運営のできるまでの経過的措置による助成補助金と

する。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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社 会 福 祉 法 人 生 駒 市 社 会 福 祉 協 議 会 会 員 規 程  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 社 会 福 祉 法 人 生 駒 市 社 会福 祉 協 議 会 定 款 第 １ ９ 条 の 規 定 に

基 づ き 、 会 員 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の とす る 。  

 （ 会 員 の 区 分 ）  

第 ２ 条  会 員 は 、 正 会 員 及 び 賛 助 会 員 と す る 。  

２  正 会 員 は 、 社 会 福 祉 法 人 生 駒 市 社 会 福 祉 協議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ）

の 目 的 に 賛 同 し 、 事 業 に 参 加 す る 個 人 又 は 団 体と す る 。  

３  賛 助 会 員 は 、 協 議 会 の 目 的 に 賛 同 し 、 財 政的 援 助 を 行 う 個 人 又 は 団 体 と す る 。  

 （ 会 費 ）  

第 ３ 条  会 費 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ）  正 会 員 （ 個 人 ）      年 額   １， ０ ０ ０ 円  

（ 助 成 金 交 付 団 体 ） 年 額  該 当団 体 に 交 付 し た 額 の １ ０ ％ 相 当 額  

（ ２ ） 賛 助 会 員 （ 個 人 ）      年 額   ５， ０ ０ ０ 円  

（ 団 体 ）      年 額  １ ０， ０ ０ ０ 円  

 （ 会 費 の 納 期 ）  

第 ４ 条  会 費 の 納 期 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年の ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

 （ 補 則 ）  

第 ５ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な事 項 は 、 会 長 が 定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 定 款 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る。  

 （ 社 会 福 祉 法 人 生 駒 市 社 会 福 祉 協 議 会 会 員 規 程の 廃 止 ）  

２  社 会 福 祉 法 人 生 駒 市 社 会 福 祉 協 議 会 会 員 規 程（ 昭 和 ５ ２ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ） は 、

廃 止 す  る 。  

   附  則  

 こ の 規 定 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る。  
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令和２年３月３１日現在
原資保有額

（円）

職員退職積⽴⾦ 退職⼿当の資⾦に充てるため 18,684,528

地域福祉基⾦積⽴預⾦
当会定款第１条に定める目的達成のための諸事業の
資⾦に充てるため

177,833,900

ボラランティア基⾦積⽴預⾦ ボランティア活動事業の資⾦に充てるため 5,000,000

交通遺児奨学⾦基⾦積⽴預⾦
交通災害により親等を失った遺児に支給する奨学資
⾦に充てるため

12,778,372

介護設備整備基⾦積⽴預⾦
デイサービスセンター幸楽における介護設備等の資
⾦に充てるため

57,137,181

基⾦・積⽴⾦等の名称 目的

生駒市社会福祉協議会基金積立資産
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令和２年度生駒市社会福祉協議会職員（生駒市補助金対象）

正職員 5 名
嘱託 2 名
臨時 2 名
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生駒市地区集会所補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地区住民の自治会活動を奨励し、もって地区住民の生活の安定に寄与

するため、地区集会所の新築、増築、改築、改修又は太陽光発電システム設置（以下これ

らを「工事」という。）を行った自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する

に当たり、生駒市補助金等交付規則（平成２０年１０月生駒市規則第１９号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 地区集会所  地区住民が自治会活動を行うための集会所（集合住宅における集会 

室を含む。以下同じ。）をいう。 

(2) 新築 建物を新たに建築することをいう。 

(3) 増築  建物の床面積を増やすことをいう。 

(4) 改築  建物の一部を取り壊し、建築することをいう。 

(5) 改修 既存建物の修繕、模様替え又は附帯設備の取付、取替えをすることをいう。 

（補助事業） 

第３条 この告示により補助金の交付を受けることができる事業（以下「補助事業」という。）

は、自治会が行う主たる地区集会所（１自治会につき１箇所を原則とする。ただし、自治

会の規模等により市長が１自治会につき２以上の地区集会所の設置を認めた場合は、この

限りでない。以下同じ。）又は主たる地区集会所以外の地区集会所（１自治会につき１箇

所とする。）に係る事業で次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 地区集会所の新築にあっては、次に掲げる条件のすべてを備えていること。 

ア 地区住民の集会その他公共的利用に供するために必要な施設設備（台所、湯沸室、 

トイレ等）を備えていること。 

イ 地区集会所を設置した自治会によって管理及び運営がなされること。 

ウ 土地の所有者の同意を得ていること。 

エ 地区集会所にかかる補助事業に対して、本市の他の補助金等の交付を受けていない

こと又は受ける見込みのないこと。 

 (2) 既存の地区集会所（主たる地区集会所に限る。）の増築、改築、改修又は太陽光発

電システム設置にあっては、前号イ、ウ及びエの要件を備え、かつ、実際に要した工

事総額が１０万円以上であること。 

(3) 太陽光発電システム設置にあっては、地区集会所の屋根等への設置に適した配電線
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と逆潮流システムで連系するシステムで、次の条件を満たすものとする。 

 ア 未使用品のものであること（中古品は対象外）。 

 イ 太陽電池の最大出力が２kW以上１０kW未満のものであること。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表のとおりとする。 

（再補助の制限） 

第５条 この告示により補助金の交付を受けて地区集会所の新築をした自治会が新たに同

一場所で地区集会所の新築をする場合は、当該補助金の交付を受けた後２０年を経過して

いなければ、補助事業としない。 

２ この告示により補助金の交付を受けて地区集会所の新築をした自治会が当該地区集会

所の増築、改築若しくは改修をする場合又はこの告示により補助金の交付を受けて地区集

会所の増築、改築若しくは改修をした自治会が当該地区集会所の新築、増築若しくは同一

箇所の改築若しくは改修をする場合は、これらの補助金の交付を受けた後１０年を経過し

ていなければ補助事業としない。 

３ この告示により補助金の交付を受けて地区集会所に太陽光発電システム設置をした自

治会が当該地区集会所に新たに太陽光発電システム設置をする場合は、この補助金の交付

を受けた後１０年を経過していなければ補助事業としない。 

４ 災害その他特別の事情により市長がやむを得ないと認めた地区集会所の新築、増築、改

築又は改修については、第１項及び第２項の規定は、適用しない。 

（事業計画書の提出） 

第６条 補助金の交付を受けようとする自治会は、様式第１号による事業計画書を市長に提

出しなければならない。 

２  前項の事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 設計図又はこれに準ずるもの 

(3) 見積書 

(4) 災害による事業にあっては、その被災現場写真 

(5) その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項の規定による事業計画書の提出は、補助事業を行おうとする年度の前年度の１０

月末までにしなければならない。 

４ 災害その他特別の事情により市長がやむを得ないと認めた場合は、第１項の規定は、適

用しない。 

（補助金の交付申請） 
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第７条 補助金の交付を受けようとする自治会は、補助金交付申請書（様式第２号）を市長

に提出しなければならない。 

２  前項の補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 事業実施計画書（様式第３号） 

(2) 実施設計書（設計図面の一切） 

(3) 工事箇所を示す見取図 

(4) 施工前の箇所を示す写真 

(5) 工事内訳書（工事費見積明細書） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項の規定による申請は、補助事業に係る工事の着工の日前３０日までにしなければ

ならない。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、

及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付するかどうかを決定するものとす

る。 

２ 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申

請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。 

（補助金の交付の条件）              

第９条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとす

る。 

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受け 

ること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場 

合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

２ 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほ

か、必要な条件を付することができる。 

（補助金の決定通知） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに

付した条件を補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（工事着工の届出） 

第１１条 補助金の交付の決定を受けた自治会（以下「補助事業者」という。）は、当該工

事に着工したときは、工事着工届（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

NO.2 集会所改修補助金・いこまどんどこまつり補助金

5



（補助事業の遂行） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の処分

に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金

を他の用途へ使用してはならない。 

（変更等の承認） 

第１３条 補助事業者は、第９条第１項第１号又は第２号に規定する市長の承認を受けよう

とするときは、補助事業変更・中止（廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出しな

ければならない。 

（必要な指示等） 

第１４条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者に対

し、必要な指示をし、若しくは書類の提出を求め、又は補助事業の遂行状況の報告を求め

ることができる。 

（補助事業の遂行命令） 

第１５条 市長は、前条の規定による補助事業者の報告等により、その者の補助事業が補助

金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、

その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行することを命ずることができる。 

（実績報告） 

第１６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書（様式第７号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 工事完成写真（工事工程写真を含む。） 

(2) 請負業者の工事完了届 

(3) 請求書及び領収書 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１７条 市長は、前条の実績報告を受けた場合において、当該報告に係る書類等を審査し、

及び必要に応じて行う現地調査等により、この告示の規定に沿った適正なものであると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第８号）により、

当該補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１８条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付す

るものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認め

るときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。 
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２ 補助事業者は、前項本文の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交

付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、第１項ただし書の規定により補助事業の完了前に補助金の交付を受けよ

うとするときは、補助金前交付申請書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添えて補助金

の交付を申請しなければならない。 

(1) 理由書 

(2) 支払計画書 

(3) 請求書並びに支払済額がある場合は当該支払済額に係る請求書及び領収書 

(4) その他市長が必要と認める書類 

４ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じ

て行う現地調査等により、適正であると認めた場合は、補助事業者からの補助金前交付請

求書（様式第１１号）により、補助金の全部又は一部を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を補助事業者に通知

するものとする。 

（補助金の返還） 

第２０条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、その返還を

命ずるものとする。 

２ 市長は、第１７条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える補助金が交付されているときは、その差額の返還を命ずるものとする。 

（決算書の提出等） 

第２１条 補助事業者は、補助金の交付を受けた会計年度終了後、速やかに当該補助金に係

る収支決算書を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の収支決算書を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付
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を受けた年度終了後５年間は、これを保管しなければならない。 

（施行の細目） 

第２２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に廃止前の生駒市地区集会所補助金交付要綱（昭和４７年４月 

生駒市訓令甲第３号）第４項の規定により提出された事業計画書は、第６条の規定により

提出された事業計画書とみなす。 

（補助金の交付申請の期限の特例） 

３ この告示の施行の際現に廃止前の生駒市地区集会所補助金交付要綱第４項の規定によ

り事業計画書を提出している自治会が平成１７年４月末日までに補助事業に係る工事の

着手又は備品の購入の発注をしようとする場合における第７条第４項の規定の適用につ

いては、同項中「３０日」とあるのは、「２０日」とする。 

 （検討） 

４ 市長は、平成３１年４月１日から３年を超えない日までに、この告示の規定について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則（平成２０年３月生駒市告示第６６号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前の生駒市地区集会所補助金交付要綱第６条の規定によ

り事業計画書を提出している事業については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２１年３月生駒市告示第４９号） 

 この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月生駒市告示第４３号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前の生駒市地区集会所補助金交付要綱第６条の規定によ

り事業計画書を提出している事業については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年３月生駒市告示第７１号） 
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（施行期日） 

１ この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前の生駒市地区集会所補助金交付要綱第６条の規定によ

り提出している事業計画書については、改正後の生駒市地区集会所補助金交付要綱第６

条の規定により提出された事業計画書とみなす。 

附 則（平成２８年３月生駒市告示第７５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月生駒市告示第７６号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前の生駒市地区集会所補助金交付要綱第６条の規定によ

り事業計画書を提出している事業については、なお従前の例による。 

   附 則（令和元年７月生駒市告示第１６０号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和元年７月５日から施行する。 
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別表（第４条関係） 
 

地区集会所 区  分 補 助 金 の 額 

主たる地区集 

会所 

新築 (1) 次号以外の場合 建築単価（２０万円／㎡） 

 に地区集会所の延べ面積（２３１．３９㎡（１， 

 ０００戸以上の自治会又は２自治会以上が使用 

 する地区集会所にあっては、２６４．４５㎡） 

 を限度とする｡)を乗じて得た額（以下「標準工 

 事額」という｡)又は実際に要した工事総額（設 

 計委託費及び外構工事費（植栽工事は除く。)を

含む。以下「工事総額」という。)のいずれか低

い額に１０分の５を乗じて得た額 

(2) 天災等の災害による場合 標準工事額又は工

事総額のいずれか低い額から生駒市地区集会所

建物災害保険料補助金交付要綱（平成１７年４月

生駒市告示第８０号）による対象物件に対して支

払われた保険金額を控除した額に１０分の６を

乗じて得た額 

増築又は改築 (1) 次号以外の場合 標準工事額又は工事総額の

いずれか低い額に１０分の４を乗じて得た額 

(2) 天災等の災害による場合 標準工事額又は工

事総額のいずれか低い額から生駒市地区集会所

建物災害保険料補助金交付要綱による対象物件

に対して支払われた保険金額を控除した額に１

０分の６を乗じて得た額 

改修  (1) 次号以外の場合 市長が認める工事総額に 

 １０分の４を乗じて得た額 

 (2) 天災等の災害による場合  市長が認める工 

 事総額から生駒市地区集会所建物災害保険料補 

 助金交付要綱による対象物件に対して支払われ 

 た保険金額を控除した額に１０分の６を乗じて 

 得た額 

太陽光発電システム

設置 

市長が認める工事総額に１０分の３を乗じて得た

額。ただし、１００万円を限度とする。 

主たる地区集 

会所以外の地 

区集会所 

新築 建築単価（２０万円／㎡）に地区集会所の延べ面 

積（１００㎡を限度とする｡)を乗じて得た額又は 

工事総額のいずれか低い額に１０分の３を乗じて

得た額。ただし、４００万円を限度とする。 
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様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

生駒市長         様 

 

                  自治会名 

                  自治会長 氏名           印 

 

生 駒 市 地 区 集 会 所 事 業 計 画 書  

      

年度において次の工事を行いたいので、生駒市地区集会所補助金交付要綱第６条

の規定により、関係書類を添えて提出します。 

 

１ 集会所の名称、工事実施場所等 
 

名  称  実 施 場 所   

敷地面積                    ㎡ 敷地の所有者  

 

２ 工事の概要 
 

工事の区分  １ 新築 ２ 増築 ３ 改築 ４ 改修 ５ 太陽光発電システム設置 

６ 災害による（新築 改築 改修） 

 
構  造 

 
建築面積（㎡） 
（増改築面積） 

 
延べ面積（㎡） 

１㎡当た 
りの単価 
（円） 

 
工事費総額（円） 

     

工 事 内 容   

 
 

設計委託の有無 
有 ・ 無 

委 託 料 円   

 

３ 工事実施の理由 
 

 

 
４ 工事実施の時期等 
 

工事着工予定年月日     年  月  日 
工事予定業者 

 

工事完了予定年月日     年  月  日 
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様式第２号（第７条関係） 

年  月  日 

生駒市長         様 

                  自治会名 

                  自治会長 氏名           印 

 

年 度 生 駒 市 地 区 集 会 所 補 助 金 交 付 申 請 書 

 

生駒市地区集会所補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて提出します。 
 

補 助 事 業 の 名 称  

補助事業の目的及び内容  

補 助 事 業 の 総 額                                                   円  

交 付 申 請 金 額                                                   円  

補助事業の完了予定年月日 年   月   日 

 

○ 財源の内訳 
 

区  分 金  額（円） 説  明 

自治会財源   

そ の 他   

市費補助額   

計   

 

○ 備 考 
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様式第３号（第７条関係） 
年  月  日 

生駒市長         様 

                   

自治会名 

                  自治会長 氏名           印 

 

年 度 生 駒 市 地 区 集 会 所 事 業 実 施 計 画 書 
 
１ 集会所の名称、工事実施場所等 
 

名  称  実 施 場 所  

敷地面積                          ㎡ 敷地の所有者  
 
 
２ 工事の概要 
 
 工事の区分  １ 新築 ２ 増築 ３ 改築 ４ 改修 ５ 太陽光発電システム設置 

６ 災害による（新築 改築 改修） 

構  造 
建築面積（㎡） 

（増改築面積） 
延べ面積（㎡） 

１㎡当た 
りの単価 
（円） 

工事費総額（円） 

     

     

 
工事 費内 訳 

内   容 金 額（円） 

  

  

  

  
 
  

  

 
３ 設計業者・工事請負業者等 
 

設計業者名 
 
 
TEL 

工事請負業者名 
 
 
TEL 

契約締結年月日            年   月   日 契約締結年月日           年   月   日 

契約額                        円 契約額                       円 
 
 
４ 工事実施の時期 
 

工事着工予定年月日      年  月  日 工事完了予定年月日       年  月  日 
 
 
５ 備 考 
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様式第４号（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

自治会名 

自治会長 氏名           様 

                    生駒市長           印 

 

生 駒 市 地 区 集 会 所 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

     年  月  日付けで申請のあった    年度生駒市地区集会所補助金につ

いては、次のとおり決定したので、生駒市地区集会所補助金交付要綱第１０条の規定により

通知します。 
 

補 助 事 業 の 名 称  

補 助 対 象 金 額 円  

交 付 決 定 金 額 円  

交 付 予 定 年 月 日 年   月   日 

交 付 条 件 １ 補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合におい 

 ては、市長の承認を受けること。 

２ 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長 

 の承認を受けること。 

３ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業 

 の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報 

 告してその指示を受けること。 
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様式第５号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

生駒市長         様 

 

                  自治会名 

                  自治会長 氏名           印 

 

工 事 着 工 届 

 

     年  月  日付け   第   号で交付決定を受けた補助事業について、下

記のとおり着工しましたので、生駒市地区集会所補助金交付要綱第１１条の規定により関係

書類を添えてお届けします。 

  

記 
 

補 助 事 業 の 名 称  

着 工 年 月 日 年   月   日 

完 成 予 定 年 月 日 年   月   日 

工 事 請 負 契 約 年 月 日 年   月   日 

工 事 請 負 業 者 名 

住所 

名称 

ＴＥＬ 
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様式第６号（第１３条関係） 

  年  月  日 

 

生駒市長         様 

 

                  自治会名 

                  自治会長 氏名           印 

 

補 助 事 業 変 更 ・ 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 申 請 書 

 

生駒市地区集会所補助金交付要綱第１３条の規定により、次のとおり申請します。 

 
 

交 付 決 定    年  月  日     第    号 

補 助 事 業 の 

変 更 の 内 容 
 

変 更 又 は 中 止 

(廃 止 )の 理 由 
 

変 更 又 は 中 止 
 

(廃止)の年月日 
  年  月  日（予定） 

添 付 書 類  
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様式第７号（第１６条関係） 

年  月  日 

生駒市長         様 

                  自治会名 

                  自治会長 氏名           印 

実 績 報 告 書 

生駒市地区集会所補助金交付要綱第１６条の規定により、関係書類を添えて提出します。 
 

交 付 決 定 年  月  日     第    号 

補 助 事 業 の 名 称  

補 助 事 業 の 総 額                                                   円  

補助金の交付決定金額                                                   円  

補助金の交付予定金額                                                   円  

補助事業の完了年月日 年  月  日 

 

○ 財源の内訳 
 

区  分 金  額（円） 説  明 

自治会財源   

その他   

市費補助額   

計   

 
○ 備 考 
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様式第８号（第１７条関係） 

年  月  日 

 

自治会名 

自治会長 氏名           様 

 

                    生駒市長           印 

 

生 駒 市 地 区 集 会 所 補 助 金 確 定 通 知 書 

 

      年  月  日付けで実績報告のあった補助事業については、次のとおり補助

金の額を確定したので、生駒市地区集会所補助金交付要綱第１７条の規定により通知します。 

 
 

交 付 決 定 年  月  日     第    号 

補 助 事 業 の 名 称 
 

補助金の交付決定金額                                                   円  

補助金の交付確定金額                                                   円  

前交付の補助金がある 

場合はその金額 
                                                  円  
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様式第９号（第１８条関係） 

年  月  日 

生駒市長         様 

 

                  自治会名 

                  自治会長 氏名           印 

 

生 駒 市 地 区 集 会 所 補 助 金 交 付 請 求 書 

 

生駒市地区集会所補助金交付要綱第１８条第２項の規定により、次のとおり請求します。 
 

交 付 決 定        年  月  日     第    号 

補 助 事 業 の 名 称  

補助金の交付決定金額                                                   円 

補助金の交付確定金額                                                   円 

補助金の交付請求金額                                                   円 

 

 

なお、本件は次の金融機関に振込を依頼します。 
 

金融機関名 

                銀行・信金・信組・農協・労金   

                  本店・支店・本所・支所・出張所  

預金種別 普通      当座 

口座番号  

フリガナ 

口座名義 
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様式第１０号（第１８条関係） 

  年  月  日 

生駒市長          様 

 

                  自治会名 

                  自治会長 氏名           印 

 

  年度生駒市地区集会所補助金前交付申請書 

 

生駒市地区集会所補助金交付要綱第１８条第３項の規定により、次のとおり申請します。 

 
 

交 付 決 定   年  月  日     第    号 

補 助 事 業 の 名 称 
 

補助金の交付決定金額                                              円  

補助金の前交付申請金額                                                   円  
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様式第１１号（第１８条関係） 

  年  月  日 

生駒市長          様 

 

                  自治会名 

                  自治会長 氏名           印 

 

生 駒 市 地 区 集 会 所 補 助金 前 交 付 請 求 書 

 

生駒市地区集会所補助金交付要綱第１８条第４項の規定により、次のとおり請求します。 
 

交 付 決 定   年  月  日     第    号 

補 助 事 業 の 名 称 
 

補助金の交付決定金額                                                   円  

補助金の前交付請求金額                                                   円  

 

なお、本件は次の金融機関に振込を依頼します。 
 

金融機関名 

                  銀行・信金・信組・農協・労金  

                  本店・支店・本所・支所・出張所  

預金種別 普通      当座 

口座番号  

フリガナ 

口座名義 
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いこまどんどこまつり実行委員会補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、市民のふれあいの輪を広げ、ふるさと意識の高揚を図るた

め、いこまどんどこまつり実行委員会（以下「実行委員会」という。）に対し、

予算の範囲内において補助金を交付することに関し、生駒市補助金等交付規則

（平成２０年１０月生駒市規則第１９号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。  

（補助対象経費）  

第２条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という｡ )は、次

に掲げる経費とする。  

(1) いこまどんどこまつりの開催に要する経費  

(2) ふるさと意識の高揚を図るために市長が適当と認める事業に要する経費  

(3) 実行委員会の運営に要する経費  

（補助金の額）  

第３条 補助金の額は、補助対象経費を考慮して市長が必要と認める額とする。  

（補助金の交付申請）  

第４条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請

書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 事業計画書  

(2) 収支予算書  

(3) 会則  

(4) 役員名簿  

(5) その他市長が必要と認める書類  

（補助金の交付決定等）  

第５条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに審査
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を行い、適当と認めるときは、補助金の交付の決定をするものとする。この場

合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、

補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えるとともに条件を付して補助

金の交付の決定をするものとする。  

（決定の通知）  

第６条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び

これに条件を付した場合にはその条件を実行委員会に対して書面により通知す

るものとする。  

（交付の請求）  

第７条 実行委員会は、前条の規定により通知を受けた補助金の交付を受けよう

とするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。  

（指導、助言及び検査）  

第８条 市長は、前条の規定により補助金を交付したときは、実行委員会に対し

必要な指導、助言及び書類等の検査を行うことができる。  

（実績報告等）  

第９条 実行委員会は、第２条に掲げる事業が完了したときは、当該補助事業の

完了の日から起算して１月を経過する日までに、実績報告書（様式第２号）に

より市長に報告しなければならない。  

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

(1) 事業収支決算書  

(2) 領収書及び契約書の写し  

(3) その他市長が必要と認める書類  

３ 市長は、特に必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる添付書類の全部

又は一部を省略することができる。  

（額の確定等）  
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第１０条 市長は、前条第１項の規定による報告を受けた場合において、実績報

告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る

補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合す

るものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金

等の額を確定し、その旨を実行委員会に通知するものとする。  

（施行の細目）  

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

 この要綱は、平成９年４月１日から施行し、平成３３年３月３１日限りその効

力を失う。  

附 則  

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 平成２１年度分の補助金に限り、第４条の規定の適用については、同条各号

は、次の各号のとおりとする。  

(1) 事業計画書  

(2) 収支予算書  

(3) 会則  

(4) 役員名簿  

(5) 前年度事業収支決算書  

(6) 前年度事業実績報告書  

(7) その他市長が必要と認める書類  
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附 則  

この要綱は平成２４年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は平成２７年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は平成３０年４月１日から施行する。  
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様式第１号（第４条関係）  

 

補 助 金  交  付  申 請  書  

 

                            年   月   日  

 

生駒市長        殿  

 

いこまどんどこまつり実行委員会    

会長 住   所  

                        氏   名            

                        電話番号  

  

 いこまどんどこまつり実行委員会補助金の交付を受けたいので、いこまどんど

こまつり実行委員会補助金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり申請しま

す。  

 

記  

 

補助金交付申請額  金             円  
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様式第２号（第９条関係）  

 

補 助 金  実  績  報 告  書  

 

                          年    月    日  

 

生駒市長        様  

 

 いこまどんどこまつり実行委員会     

会長            ○印   

 

年度生駒市いこまどんどこまつり実行委員会補助金交付要綱第９条の規定によ

り次のとおり報告します。  

 

交付決定通知  年  月   日付   生   第   号  

交付決定額                  円  

実績の概要   

補助事業の  

完了年月日  

年   月    日  

添付書類   
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ど ん ど こ ま つ り 生 駒 駅 前 実 行 委 員 会 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 い こ ま ど ん ど こ ま つ り に 合 わ せ て 、 生 駒 駅 周 辺 を い こ

ま ど ん ど こ ま つ り の サ ブ 会 場 と し て 、 生 駒 健 民 グ ラ ウ ン ド の 混 雑 緩 和 及 び

道 中 混 雑 緩 和 並 び に 生 駒 駅 前 の 商 店 街 の 活 性 化 を 図 る た め 、 い こ ま ど ん ど

こ ま つ り 実 行 委 員 会 と 連 携 し て 催 物 を 開 催 す る ど ん ど こ ま つ り 生 駒 駅 前 実

行 委 員 会（ 以 下「 駅 前 実 行 委 員 会 」と い う 。）に 対 し 、予 算 の 範 囲 内 に お い

て 補 助 金 を 交 付 す る こ と に 関 し 、 生 駒 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 ２ ０ 年 １

０ 月 生 駒 市 規 則 第 １ ９ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費（ 以 下「 補 助 対 象 経 費 」と い う ｡ )は 、

次 に 掲 げ る 経 費 と す る 。  

( 1 ) ど ん ど こ ま つ り 生 駒 駅 前 会 場 で の 開 催 ・ 実 施 に 要 す る 経 費  

( 2 ) そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 事 業 に 要 す る 経 費  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 の ２ 分 の １ 以 内 で 、 予 算 の 範 囲 内 で 市

長 が 定 め る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  駅 前 実 行 委 員 会 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 補 助 金

交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

( 1 ) 事 業 計 画 書  
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(2 ) 収 支 予 算 書  

( 3 ) 会 則  

( 4 ) 会 員 名 簿  

( 5 ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 補 助 金 の 交 付 決 定 等 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は 、 速 や か に

審 査 を 行 い 、適 当 と 認 め る と き は 、補 助 金 の 交 付 の 決 定 を す る も の と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 補 助 金 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 補 助 金 の 交 付 の 申 請 に 係 る 事 項 に つ き 修 正 を 加 え る と と も に 条

件 を 付 し て 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を す る も の と す る 。  

（ 決 定 の 通 知 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と き は 、 速 や か に そ の 決 定 の 内 容

及 び こ れ に 条 件 を 付 し た 場 合 に は そ の 条 件 を 実 行 委 員 会 に 対 し て 書 面 に よ

り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 指 導 、 助 言 及 び 検 査 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 を 交 付 し た と き は 、 駅 前 実 行 委 員

会 に 対 し 必 要 な 指 導 、 助 言 及 び 書 類 等 の 検 査 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 実 績 報 告 等 ）  

第 ８ 条  駅 前 実 行 委 員 会 は 、 事 業 が 完 了 し た と き は 、 当 該 補 助 事 業 の 完 了 の

日 か ら 起 算 し て １ 月 を 経 過 す る 日 ま で に 、 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ

り 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 実 績 報 告 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 ) 事 業 収 支 決 算 書  

( 2 ) 領 収 書 及 び 契 約 書 の 写 し  
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(3 ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

３  市 長 は 、 特 に 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 添 付 書 類 の

全 部 又 は 一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

（ 額 の 確 定 等 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た 場 合 に お い て 、 実 績

報 告 書 等 の 書 類 の 審 査 及 び 必 要 に 応 じ て 行 う 現 地 調 査 等 に よ り 、 そ の 報 告

に 係 る 補 助 事 業 の 成 果 が 補 助 金 等 の 交 付 の 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条

件 に 適 合 す る も の で あ る か ど う か を 調 査 し 、 適 合 す る と 認 め る と き は 、 交

付 す べ き 補 助 金 等 の 額 を 確 定 し 、 そ の 旨 を 駅 前 実 行 委 員 会 に 通 知 す る も の

と す る 。  

（ 交 付 の 請 求 ）  

第 １ ０ 条  駅 前 実 行 委 員 会 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 け た 補 助 金 の 交 付

を 受 け よ う と す る と き は 、 補 助 金 交 付 請 求 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 施 行 の 細 目 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ３ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 限

り で そ の 効 力 を 失 う 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

NO.2 集会所改修補助金・いこまどんどこまつり補助金

31



附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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様 式 第 １ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

補  助  金  交  付  申  請  書  

 

                           年   月   日  

 

生 駒 市 長 殿  

 

ど ん ど こ ま つ り 生 駒 駅 前 実 行 委 員 会 委 員 長  

住   所  

                     氏   名            

                     電 話 番 号  

  

ど ん ど こ ま つ り 生 駒 駅 前 実 行 委 員 会 補 助 金 の 交 付 を 受 け た い の で 、ど ん ど こ

ま つ り 生 駒 駅 前 実 行 委 員 会 補 助 金 交 付 要 綱 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お

り 申 請 し ま す 。  

 

記  

 

補 助 金 交 付 申 請 額   金             円  
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様 式 第 ２ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 

補  助  金  実  績  報  告  書  

 

                        年   月   日  

 

生 駒 市 長 殿  

 

 ど ん ど こ ま つ り 生 駒 駅 前 実 行 委 員 会      

委 員 長             ○印   

 

ど ん ど こ ま つ り 生 駒 駅 前 実 行 委 員 会 補 助 金 交 付 要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 次

の と お り 報 告 し ま す 。  

 

交 付 決 定 通 知  年   月   日 付   生   第   号  

交 付 決 定 額                  円  

実 績 額   

実 績 の 概 要   

補 助 事 業 の  

完 了 年 月 日  

年    月    日  

添 付 書 類   
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12, 750, 000 12, 750, 000 0

61, 000 58, 517

2, 300, 000 2, 657, 000 357, 000

15, 111, 000 15, 465, 517 354, 517

14, 485, 000 14, 005, 788

3, 000, 000 3, 000, 000 0

1, 885, 000 1, 818, 175

5, 450, 000 5, 359, 900

1, 200, 000 1, 088, 731

2, 950, 000 2, 738, 982

560, 000 559, 042

250, 000 262, 042 12, 042

310, 000 297, 000

66, 000 60, 156

5, 000 0

61, 000 60, 156

15, 111, 000 14, 624, 986
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